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国地方係争処理委員会の審査の手続に関する規則の一部改正について 

① 手続のオンライン化の推進➡赤 

② 主張書面及び証拠書類の写しの送付に関する改正（直送への一本化）➡青 

③ その他➡緑 

改正案 現行 

（答弁書の提出） 

第六条 委員長は、法第二百五十条の十三に

規定する国の関与に関する審査の申出が適

法に行われた場合には、相手方である国の

行政庁に対し、相当の期間を定めて答弁書

の提出を求めることができる。 

 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

（反論書の提出） 

第七条 審査の申出を行った普通地方公共団

体の長その他の執行機関は、答弁書に対す

る反論書を提出することができる。この場

合において、委員長が、反論書を提出すべ

き相当の期間を定めたときは、その期間内

にこれを提出しなければならない。 

 

 

 

（審査の期日） 

第八条 委員会の審査の期日は、委員長がこ

れを定める。 

２ 委員会は、審査の申出を行った普通地方

公共団体の長その他の執行機関及び相手方

である国の行政庁（以下「当事者」という。）

（答弁書の提出） 

第六条 委員長は、法第二百五十条の十三に

規定する国の関与に関する審査の申出が適

法に行われた場合には、審査申出書の写し

を相手方である国の行政庁に送付し、相当

の期間を定めて答弁書の提出を求めること

ができる。 

２ 答弁書は、正副二通を提出しなければな

らない。 

３ 委員長は、相手方である国の行政庁から

答弁書の提出があった場合は、その副本を

当該審査の申出を行った普通地方公共団体

の長その他の執行機関に送付しなければな

らない。 

 

（反論書の提出） 

第七条 審査の申出を行った普通地方公共団

体の長その他の執行機関は、前条第三項の

規定により答弁書の副本の送付を受けたと

きは、これに対する反論書を提出すること

ができる。この場合において、委員長が、

反論書を提出すべき相当の期間を定めたと

きは、その期間内にこれを提出しなければ

ならない。 

 

（審査期日） 

第八条 委員会の審査期日は、委員長がこれ

を定める。 

２ 委員会は、審査の申出を行った普通地方

公共団体の長その他の執行機関及び相手方

である国の行政庁（以下「当事者」という。）
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に出席を求める場合には、委員会の審査の

期日及び場所並びに出席を求める旨を記載

した通知書を送付しなければならない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、

委員会の審査の期日及び場所を変更するこ

とができる。 

４ 前項の場合において、当事者の出席する

予定がないときを除き、委員会は、その審

査の期日及び場所を、当該当事者に通知し

なければならない。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、

委員会の審査の場所とは別の場所にいる委

員、当事者又は参加行政機関を情報通信機

器を活用して委員会に出席させることがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当事者等が作成した書面の送付） 

第十一条 当事者等は、委員会に提出した全

ての書面又は証拠書類（以下「提出書面等」

という。）の写しを、遅滞なく、その他の当

事者等に送付しなければならない。 

２ 前項の規定により提出書面等の写しをそ

の他の当事者等に送付しなければならない

当事者等は、別に定めるところにより、当

該提出書面等の写しの送付に代えて、当該

提出書面等に記載された事項を電子情報処

理組織（当事者等の使用に係る電子計算機

（入出力装置を含む。以下同じ。）とその他

の当事者等の使用に係る電子計算機とを電

に出席を求める場合には、委員会の審査期

日及び場所並びに出席を求める旨を記載し

た通知書を送付しなければならない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、

委員会の審査期日及び場所を変更すること

ができる。 

４ 前項の場合において、当事者の出席する

予定がないときを除き、委員会は、その審

査期日及び場所を、当該当事者に通知しな

ければならない。 

（新設） 

【参考】令和２年委員会決定 

「委員長は、必要があると認めるときは、委員会の開

催場所とは別の場所にいる委員及び国地方係争処

理委員会の審査の手続に関する規則第１０条に規

定する当事者等に対し、情報通信機器を活用して委

員会に出席させることができる。」 

【参考】本件規則 10条  

「当事者及び参加行政機関（以下「当事者等」という。）

は、代理人を選任したときは、書面をもってその者

の氏名及び職業を委員会に届け出なければならな

い。解任したときも、同様とする。」 

 

（当事者等が作成した書面の送付） 

第十一条 当事者等は、委員会に提出したす

べての書面を、遅滞なく、その他の当事者

等に送付しなければならない。 

 

（新設） 
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気通信回線で接続した電子情報処理組織を

いう。）を使用する方法により提供すること

ができる。この場合において、当該事項を

提供した当事者等は、当該提出書面等の写

しを送付したものとみなす。 

３ 第一項の規定による提出書面等の写しの

送付（前項の規定により送付したものとみ

なされる場合を含む。）を受けた当事者等

は、当該提出書面等の写しを受領した旨を

記載した書面を委員会に提出しなければな

らない。 

 

（証拠調べの申立ての期限） 

第十七条 委員会は、証拠調べの申立てがで

きる期限を定めて、当事者等に通知するも

のとする。 

 

（呼出状） 

第二十一条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、

委員会の審査の場所とは別の場所にいる参

考人又は鑑定人を情報通信機器を活用して

委員会に出席させることができる。 

 

 

 

 

（書類その他の物件の提出の申立て） 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定による書面の送付を受けた当

事者等は、当該書面を受領した旨を記載し

た書面を委員会に提出しなければならな

い。 

 

 

 

（証拠調べの申立ての期限） 

第十七条 委員会は、証拠申立てができる期

限を定めて、当事者等に通知するものとす

る。 

 

（呼出状） 

第二十一条 委員会は、参考人又は鑑定人に

出席を求めるときには、次に掲げる事項を

記載した呼出状によって行わなければなら

ない。 

一 事案の要旨 

二 出席すべき日時及び場所 

三 陳述又は鑑定を求めようとする事項 

四 その他必要と認める事項 

（新設） 

【参考】令和２年委員会決定 

「委員長は、必要があると認めるときは、委員会の開

催場所とは別の場所にいる委員及び国地方係争処

理委員会の審査の手続に関する規則第１０条に規

定する当事者等に対し、情報通信機器を活用して委

員会に出席させることができる。」 

 

（書類その他の物件の提出の申立て） 
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第二十三条 法第二百五十条の十六第一項第

二号に基づく書類その他の物件の提出の申

立ては、次に掲げる事項を明示して行わな

ければならない。  

一 書類その他の物件の表示  

二 書類その他の物件の所在及び所持人  

三 証明しようとする事実 

 

 

（検証の申立て） 

第二十五条 （略） 

 

 

 

２ （略） 

 

 

３ 委員会は、当事者等に異議がない場合で

あって、相当と認めるときは、映像と音声

の送受信により検証の目的の状態を認識す

ることができる方法によって、検証をする

ことができる。 

 

 

 

第五節 電子情報処理組織による

通知の手続 

 

（電子情報処理組織による通知の手続の方

式等） 

第三十一条 この規則に規定する委員会に対

して行われる通知又は委員会が行う通知の

うち、書面等（情報通信技術を活用した行

政の推進等に関する法律（平成十四年法律

第百五十一号）第三条第五号に規定する書

面等をいう。以下同じ。）により行うことと

第二十三条 当事者等が、法第二百五十条の

十六第一項第二号に規定する書類その他の

物件の提出の申立てを行うときは、文書又

は口頭により、次に掲げる事項を明示して

行わなければならない。  

一 書類その他の物件の表示  

二 書類その他の物件の所在及び所持人  

三 証明しようとする事実 

 

（検証の申立て） 

第二十五条 法第二百五十条の十六第一項第

三号に基づく検証の申立ては、検証の場所

及び目的を明示して行わなければならな

い。 

２ 検証については、委員会が特に必要と認

める場合には、当事者等を立ち会わせるこ

とができる。 

（新設） 

【参考】民訴法 232 条の２（改正後） 

「裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当

と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところに

より、映像と音声の送受信により検証の目的の状態

を認識することができる方法によって、検証をする

ことができる。」 

 

第五節 電子情報処理組織による

提出等の手続等 

 

（電子情報処理組織による提出等の手続の

方式等） 

第三十一条 この規則に規定する提出、送付、

申立て及び届出の手続（以下この条及び次

条において「提出等の手続」という。）のう

ち、書面等（第六条第一項に規定する答弁

書、第七条に規定する反論書、第八条第二

項に規定する通知書、第九条第一項、第十
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しているものについては、この規則の規定

にかかわらず、別に定めるところにより、

電子情報処理組織（委員会の使用に係る電

子計算機と委員会に対する通知を行う者又

は委員会が行う通知を受ける者の使用に係

る電子計算機であって当該委員会の使用に

係る電子計算機と電気通信回線を通じて通

信できる機能を備えたものとを電気通信回

線で接続した電子情報処理組織をいう。以

下同じ。）を使用する方法により行うことが

できる。ただし、委員会が行う通知につい

ては、当該通知を受ける者が当該電子情報

処理組織を使用する方法により受ける旨の

表示をする場合に限る。 

２ 前項の規定により電子情報処理組織を使

用して委員会に対する通知を行う者は、当

該通知を書面等により行うときに記載すべ

きこととされている事項を、当該通知を行

う者の使用に係る電子計算機から入力して

行わなければならない。 

３ 第一項の規定により電子情報処理組織を

使用して委員会に対する通知を行う者は、

入力する事項についての情報に電子署名

（総務省関係法令に係る情報通信技術を活

用した行政の推進等に関する法律施行規則

（平成十五年総務省令第四十八号）第二条

第二項第一号に規定する電子署名をいう。）

を行い、当該電子署名を行った者を確認す

るために必要な事項を証する電子証明書

（同項第二号に規定する電子証明書をい

う。）と併せてこれを送信しなければならな

い。ただし、委員会の指定する方法により

当該通知を行った者を確認するための措置

を講ずる場合は、この限りでない。 

 

条及び第十一条に規定する書面並びに第十

六条及び第二十三条に規定する文書をい

う。以下同じ。）により行うこととしている

ものについては、この規則の規定にかかわ

らず、電子情報処理組織（行政手続等にお

ける情報通信の技術の利用に関する法律

（平成十四年法律第百五十一号）第三条第

一項に規定する電子情報処理組織をいう。

以下同じ。）を使用して行うことができる。 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定により電子情報処理組織を使

用して提出等の手続を行う者は、当該提出

等の手続を書面等により行うときに記載す

べきこととされている事項を、その手続を

行う者の使用に係る電子計算機から入力し

て行わなければならない。 

３ 第一項の規定により電子情報処理組織を

使用して提出等の手続を行う者は、入力す

る事項についての情報に電子署名（総務省

関係法令に係る行政手続等における情報通

信の技術の利用に関する法律施行規則（平

成十五年総務省令第四十八号）第二条第二

項第一号に規定する電子署名をいう。）を行

い、当該電子署名を行った者を確認するた

めに必要な事項を証する電子証明書（同項

第二号に規定する電子証明書をいう。）と併

せてこれを送信しなければならない。 
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（電子情報処理組織による通知の手続の効

果等） 

第三十二条 前条第一項の規定により行われ

た通知については、書面等により行われた

ものとみなして、この規則の規定を適用す

る。 

（削る） 

 

 

 

２ 前条第一項の規定により行われた通知

は、その相手方の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルへの記録がされた時に

当該相手方に到達したものとみなす。 

 

 

（削る） 

（電子情報処理組織による提出等の手続の

効果等） 

第三十二条 前条第一項の規定により行われ

た提出等の手続については、書面等により

行われたものとみなして、この規則の規定

を適用する。 

２ 前条第一項の規定により第六条第一項に

規定する答弁書の提出が行われた場合にお

いては、答弁書の正副二通が提出されたも

のとみなす。 

３ 前条第一項の規定により行われた提出等

の手続は、その相手方の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルへの記録がされ

た時に当該相手方に到達したものとみな

す。 

 

（審査の申出が電子情報処理組織を使用し

て行われた場合における特例） 

第三十三条 法第二百五十条の十三第一項か

ら第三項までに規定する国の関与に関する

審査の申出が電子情報処理組織を使用して

行われた場合には、審査申出書に記載すべ

きこととされている事項についての情報を

電子情報処理組織を使用して相手方である

国の行政庁に送信することをもって第六条

第一項に規定する審査申出書の写しの送付

に代えることができる。 

２ 第三十一条第三項の規定は、前項の規定

により電子情報処理組織を使用して送信す

る場合について準用する。 

 


